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市
で
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化

に
的
確
に
対
応
し
、
最
少
の
経
費
で

最
大
の
効
果
を
挙
げ
る
こ
と
の
で
き

る
行
政
運
営
を
推
進
す
る
た
め
、
適

正
な
職
員
数
に
よ
る
業
務
体
制
の
確

立
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

平
成
２８
年
４
月
１
日
時
点
の
総
職

員
数
（
越
谷
・
松
伏
水
道
企
業
団
と

東
埼
玉
資
源
環
境
組
合
へ
の
派
遣
職

員
を
含
む
）
は
２
９
３
９
人
で
す
。

な
お
、
人
口
１
万
人
当
た
り
の
職
員

数
（
普
通
会
計
部
門
）
は
６１
・
６５
人

で
、
全
国
の
中
核
市
平
均
（
平
成
２７

年
４
月
１
日
現
在
の
人
口
１
万
人
当

た
り
の
職
員
数
６１
・
１２
人
）
と
ほ
ぼ

同
等
と
な
っ
て
い
ま
す
。
職
員
数
の

推
移
な
ど
に
つ
い
て
は
表
１
〜
３
の

と
お
り
で
す
。

　

本
市
の
職
員
の
給
与
改
定
に
あ
た

っ
て
は
、「
人
事
院
勧
告
」（
人
事
院

が
国
家
公
務
員
と
民
間
事
業
所
の
給

与
を
比
較
し
、
政
府
に
対
し
較
差
を

解
消
す
る
よ
う
年
１
回
勧
告
を
行
う

も
の
）
を
踏
ま
え
た
国
家
公
務
員
の

給
与
改
定
に
準
拠
し
て
実
施
し
、
そ

の
水
準
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

　

平
成
２７
年
度
は
「
民
間
企
業
の
従

業
員
の
給
与
が
国
家
公
務
員
を
上
回

っ
て
い
る
状
況
に
あ
り
（
月
例
給

０
・
３６
％
、
一
時
金
０
・
１１
月
）、

こ
の
較
差
を
解
消
す
る
た
め
の
国
家

　

介
護
保
険
制
度
は
、
社
会
全
体

で
高
齢
者
の
介
護
を
支
え
合
う
仕

組
み
で
す
。
平
成
１２
年
４
月
の
制

度
開
始
以
降
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
方
や
そ
れ
に
伴
う
給
付
費
用

は
年
々
増
え
て
い
ま
す
。
サ
ー
ビ

ス
が
利
用
で
き
る
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る
方
は
、
２７
年
度
末
で

１
万
５
１
２
人
で
す
（
図
１
）。

　

２７
年
度
の
財
政
状
況
は
、
２６
年

度
に
比
べ
て
、
歳
入
が
６
・
３
％

（
９
億
９
９
４
１
万
円
）、
歳
出
は

７
・
２
％（
１０
億
７
０
９
５
万
円
）

そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
て
い
ま
す
（
内

訳
は
図
２
を
参
照
）。

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
場
合
、
原
則
と
し
て
費
用
の
１

割
を
利
用
し
た
本
人
が
負
担
し
、

残
り
の
９
割
を
保
険
者
で
あ
る
市

が
事
業
者
に
支
払
い
ま
す
。
２７
年

度
に
市
が
支
払
っ
た
額
（
保
険
給

付
費
）
は
、
２６
年
度
と
比
べ
て

６
・
５
％
増
加
し
、
約
１
４
８
億

公
務
員
給
与
の
引
き
上
げ
」
を
旨
と

す
る
勧
告
が
出
さ
れ
、
本
市
も
こ
の

内
容
を
踏
ま
え
た
給
与
改
定
を
行
い

ま
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
平
成
２８
年
４
月
現
在

の
職
員
（
普
通
会
計
部
門
２
０
７
５

人
）
の
平
均
給
料
は
３０
万
６
５
９
８

円
（
平
均
年
齢
３９
・
６
歳
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
国
家
公
務
員
と
地
方
公
務

員
の
給
料
を
比
較
す
る
参
考
指
標
と

し
て
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
（
各
年
４

月
の
国
家
公
務
員
の
給
料
水
準
を
１

０
０
と
し
て
各
地
方
公
共
団
体
と
比

較
す
る
も
の
）
が
あ
り
ま
す
が
、
公

表
さ
れ
て
い
る
直
近
（
平
成
２７
年
）

の
数
値
で
、
本
市
は
１
０
３
・
０
、

他
団
体
で
は
、
埼
玉
県
は
１
０
０
・

７
、
さ
い
た
ま
市
は
１
０
２
・
８
な

ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
表

４
〜
９
の
と
お
り
で
す
。

□
休
日
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す

a
１１
月
６
日
㈰
・
２０
日
㈰
・
１２
月
４

日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後
３
時　

d

収
納
課
（
第
二
庁
舎
３
階
）　

b
収

納
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
２
（
市

税
）・
９
１
４
３
（
国
保
）

□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

▽
市
・
県
民
税
…
g
平
成
２８
年
度
分

の
年
税
額
に
変
更
の
あ
っ
た
方
や
新

た
に
課
税
さ
れ
た
方
、
退
職
等
に
よ

り
納
付
方
法
が
変
更
さ
れ
た
方
に
通

知
書
と
納
付
書
（
口
座
振
替
の
方
に

は
通
知
書
の
み
）
を
１１
月
１０
日
㈭
に

発
送
し
ま
す
。
新
た
に
お
送
り
す
る

納
付
書
で
お
納
め
く
だ
さ
い　

b
市

民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４
・
９

１
４
５

▽
国
民
健
康
保
険
税
…
g
平
成
２８
年

度
分
の
年
税
額
に
変
更
が
あ
っ
た
方

や
新
た
に
課
税
さ
れ
た
方
、
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収
を
口
座
振
替
に
変
更

さ
れ
た
方
に
納
税
通
知
書
と
納
付
書

（
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
に
は
通

知
書
の
み
）
を
１１
月
１７
日
㈭
に
発
送

し
ま
す
。
な
お
、
２
月
か
ら
年
金
か

ら
の
差
し
引
き
を
口
座
振
替
に
変
更

す
る
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
課
ま

た
は
北
部
・
南
部
出
張
所
で
１１
月
３０

日
㈬
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の
は
、
保
険
証
、

振
替
口
座
の
通
帳
と
届
出
印
（
新
た

に
口
座
振
替
を
お
申
し
込
み
の
方
の

み
）
で
す
。
納
付
書
で
の
納
付
に
は

変
更
で
き
ま
せ
ん　

b
国
民
健
康
保

険
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
６

□
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

〈
税
を
考
え
る
週
間
〉

　

１１
月
１１
日
㈮
〜
１７
日
㈭
は
「
税
を

考
え
る
週
間
」
で
す
。
今
年
の
テ
ー

マ
は
「
く
ら
し
を
支
え
る
税
」
で
す
。

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.nta.go.jp/

）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

〈
青
色
申
告
決
算
説
明
会
〉

a
１２
月
２
日
㈮
、
午
後
２
時
〜
４
時

　

d
サ
ン
シ
テ
ィ　

g
青
色
申
告
決

算
書
の
作
成
方
法
等
に
つ
い
て
の
説

明　

b
越
谷
税
務
署
☎
９
６
５
＝
８

１
１
１

□
市
税
を
未
納
の
方
は
早
急
に
納
付

　
し
て
く
だ
さ
い

　

平
成
２８
年
度
の
市
・
県
民
税
（
普

通
徴
収
）
の
１
〜
３
期
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
の
１
・
２
期
、
国

民
健
康
保
険
税
の
１
〜
５
期
と
軽
自

動
車
税
の
納
期
限
が
過
ぎ
て
い
ま
す
。

納
付
さ
れ
な
い
場
合
は
、
延
滞
金
が

加
算
さ
れ
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
財

産
差
し
押
さ
え
な
ど
の
処
分
を
受
け

ま
す
。
早
急
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

b
収
納
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
２

（
市
税
）・
９
１
４
３
（
国
保
）

□
社
会
保
険
料
控
除
資
料
（
国
民
健

康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
）

　

社
会
保
険
料
控
除
資
料
を
１１
月
１１

日
㈮
以
降
に
順
次
発
送
し
ま
す
。
納

付
額
の
合
計
と
控
除
資
料
が
一
致
し

な
い
場
合
は
、
領
収
書
を
お
持
ち
の

う
え
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
国
民
健
康
保
険
税
…
１０
月
２６
日
ま

で
に
納
付
が
確
認
で
き
た
世
帯
主
の

方▽
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
…
１０
月

２６
日
ま
で
に
納
付
が
確
認
で
き
た
被

保
険
者
の
方

b
国
民
健
康
保
険
課
（
国
民
健
康
保

険
税
に
つ
い
て
…
☎
９
６
３
＝
９
１

４
６
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に

つ
い
て
…
☎
９
６
３
＝
９
１
７
０
）

□
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

　
控
除
証
明
書

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
使

用
す
る
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
を
発
送
し
ま
す
。

９
月
３０
日
ま
で
に
保
険
料
を
納
付
し

た
方
は
１１
月
上
旬
、
１０
月
１
日
以
降

に
初
め
て
納
付
し
た
方
は
平
成
２９
年

２
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す
。

b
控
除
証
明
書
専
用
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
＝
０
０
３
＝
０
０
４
、

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か
け

に
な
る
場
合
…
☎
０
３
＝
６
６
３
０

＝
２
５
２
５

4
面
か
ら
続
き

社
会
保
険
料
控
除
関
連

書
類
を
発
送
し
ま
す

円
で
し
た
。

　

市
で
は
、
給
付
費
の
適
正
化
を

図
り
な
が
ら
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
が

低
下
し
な
い
よ
う
、
今
後
も
適
切

な
制
度
の
運
営
に
努
め
て
い
き
ま

す
。

b
介
護
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
３

０
５

議　長

議員報酬と特別職等の給与の状況（２８年４月現在）表８

職　名

657,000円

591,000円

575,000円

副議長

議　員

月　額

4.20月分

期末手当 職　　名

1,051,000円

882,000円

782,000円

560,000円

市　長

副市長

教育長

常勤監査委員

月　額

4.20月分

期末手当

手当の種類 主　な　内　容
（２8年４月現在、記載金額は月額）

主な職員手当の状況表9

扶　養　手　当
192,759

千円

特殊勤務手当
36,698
千円

608,290
千円

著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特
殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を
給料で考慮することが適当でないと認められる勤務に従事する
職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給

期末・勤勉手当
2,964,450

千円

地　域　手　当 456,334
千円

住　居　手　当 195,820
千円

退　職　手　当

区　　分 勤続 20年 勤続 25年 勤続 35年
普通
定年等

20.445月分
25.55625月分

29.145月分
34.5825月分

41.325月分
49.59月分

（埼玉県市町
村総合事務
組合から同組
合条例に基
づき支給）

超過勤務手当
（休日給含む）

・5時
　～始業時間
・終業時間
　　 ～ 22時
125/100

・0時～ 5時
・22時
　　～ 24時
150/100

５時
　～ 22時

135/100

・0時～ 5時
・22時
　　～ 24時
160/100

正規の
勤務時間

135/100

通　勤　手　当 142,725
千円

管 理 職 手 当
152,415

千円

２7年度
支給実績
（普通会計）

勤　務　日 勤務を要しない日 休　日

平
成
27
年
度 

介
護
保
険
の
財
政
状
況

歳出は１５９億２３０４万円（前年度比７.２％増）

＊表示単位未満を四捨五入しているため、各費目の合計、％が合計値と一致しない場合があります

越谷市の高齢者数（65歳以上）と要介護認定者数の推移図１

歳入・歳出の内訳図２

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

人
人

12年度 17年度 22年度 27年度

総務費
4億6688万円
（2.9%）

保険給付費
148億2872万円
（93.1%）

介護保険料
（65歳以上の保険料）
42億3093万円
（25.1%）

支払基金
（40歳～64歳
の保険料）

41億4404万円
（24.6%）

国庫支出金
29億3015万円
（17.4%）

県支出金
22億1687万円
（13.1%）

繰入金
23億1920万円
（13.8%）

その他
10億2297万円
（6.1%）

その他
6億2744万円
（3.9%）

歳出
159億
2304万円

歳入
168億
6416万円

国
民
健
康
保
険
税
の
第
６
期
納
期
限
は
11
月
30
日
㈬
で
す

税
・
国
保
・
年
金
の
お
知
ら
せ

配偶者13,000円、扶養親族1人につき6,500円、
特定の加算5,000円（※）

給料および扶養手当の月額合計の６％

○借家・賃貸等の場合
（家賃額－23,000 円）×1/2＋11,000 円
　＊27,000 円を限度
○新築・購入から５年以内　　5,500 円
○上記以外　　4,000 円

○交通機関
　6カ月定期等の最も経済的な額
○自動車等　　
　使用距離に応じ3,800 円～ 31,600 円
　＊合わせて55,000 円を限度

部長70,000円、担当部長65,000円
参事60,000円、副部長55,000円、
副参事50,000円、課長45,000円、
調整幹40,000円、副課長35,000円

○  6月期　期末手当1.225月分、勤勉手当0.80月分
○12月期　期末手当1.375月分、勤勉手当0.80月分

個人ごとの時間単価に上記の率を乗じて支給

上記の率を基準として支給
（※）扶養親族としての子のうち、満１５歳～満２２歳の子がいる場合に行うものです

34,430

48,779

64,194 80,399

2,622

4,549

6,978

10,512

高齢者数
認定者数


